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右
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出
す
る
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東
京
都
立
学
校
の
授
業
料
等
徴
収
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例

　
東
京
都
立
学
校
の
授
業
料
等
徴
収
条
例
（
昭
和
二
十
二
年
東
京
都
条
例
第
九
十
一
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

　
第
一
条
中
「
東
京
都
立
の
」
の
下
に
「
小
学
校
、
」
を
加
え
る
。

　
第
二
条
第
一
項
第
三
号
中
ニ
を
ホ
と
し
、
イ
か
ら
ハ
ま
で
を
ロ
か
ら
ニ
ま
で
と
し
、
同
号
に
イ
と
し
て
次
の
よ
う
に
加
え
る
。

　
　
イ
　
小
学
校
　
二
、
二
〇
〇
円

　
　
　
附
　
則

　
こ
の
条
例
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

（
提
案
理
由
）

　
東
京
都
立
小
学
校
の
設
置
に
伴
い
、
入
学
考
査
料
を
定
め
る
必
要
が
あ
る
。
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